
平成２２年５月

文化庁長官官房著作権課

裁定の手引き

～権利者が不明な著作物等の利用について～



裁定に関する問い合わせ先

文化庁長官官房著作権課 著作物流通推進室 管理係

〒１００－８９５９

東京都千代田区霞が関３－２－２

TEL（０３）５２５３－４１１１（内線：２８４７）

FAX（０３）６７３４－３８１３

http://www.bunka.go.jp

文化庁ホームページ内にも「裁定の手引き」を掲載しております。申請書の様式も一太郎形

式又はWORD 形式のファイルでダウンロードできます。



目 次

１．権利者不明の場合の裁定制度とは ............................................................................................ 1

（１）制度の概要....................................................................................................................................... 1

（２）裁定申請の対象となるもの........................................................................................................ 1

（３）裁定申請を行うための前提条件............................................................................................. 1

（４）申請中利用制度について........................................................................................................... 1

２．裁定申請の全体的な流れ................................................................................................................ 2

（１）文化庁への相談............................................................................................................................. 2

（２）権利者を捜す（「相当な努力」）................................................................................................. 2

（３）申請書等の提出と手数料の納入 ........................................................................................ 2

（４）担保金の供託（申請中利用を行う場合のみ） ................................................................... 2

（５）裁定の可否の決定........................................................................................................................ 3

（６）補償金の額の決定、補償金の供託、担保金の取り戻し等......................................... 3

（参考１）裁定手続きの流れ図...................................................................................................... 5

（参考２）申請中に権利者と連絡が取れた場合の手順..................................................... 6

（参考３）利用開始までのスケジュールの例 .......................................................................... 7

３．「相当な努力」に係る具体的な方法............................................................................................. 8

（１）権利者の連絡先に関する情報の取得................................................................................. 8

（参考４）新聞、ホームページでの情報を求める広告の掲載例..................................12

（２）取得した情報等に基づいた権利者との連絡...................................................................13

４．Q＆A.........................................................................................................................................................14

【資料１】申請書様式及び記載例.......................................................................................................17

様式 A（著作物の利用） .....................................................................................................................17

記入例①（言語の著作物の復刊） ............................................................................................20

記入例②（音楽の著作物のインターネット配信）................................................................22

様式 B（実演の利用）..........................................................................................................................25

（参考５）多数の著作物等について、「相当な努力」をしたことを疎明する ○

資料の作成例....................................................................................................................................28

【資料２】関係法令等................................................................................................................................29

※略語表記

著作権法…「法」、著作権法施行令…「令」、著作権法施行規則…「規則」

平成２１年文化庁告示第２６号…「告示」



- 1 -

（１） 制度の概要

他人の著作物や実演（歌手の歌唱や演奏、俳優の演技など）、レコード（CD など）、放送番組

または有線放送番組を利用（出版、DVD 販売、インターネット配信など）するときには、「著作権

者」や「著作隣接権者」の了解を得ることが必要になります。

しかし、権利者の了解を得て利用しようとしても、「著作権者が誰だか分からない」、「著作権者

がどこにいるのか分からない」、「亡くなった著作権者の相続人が誰でどこにいるのか分からな

い」、「過去に放送された番組に出演した俳優がどこにいるのか分からない」等の理由で了解を

得ることができない場合があります。

このような場合に、権利者の了解を得る代わりに文化庁長官の裁定を受け、著作物等の通常

の使用料額に相当する補償金を供託することにより適法にその著作物等を利用することができ

るのが本制度です（法第６７条）。

（２） 裁定申請の対象となるもの

権利者の了解を得て、すでに公表が行われた著作物、実演、レコード、放送番組または有線

放送番組（以下「著作物等」という。）が対象になります。また、権利者の了解を得ているかどうか

不明であっても、相当の期間にわたって世間に提供されている実績があれば対象になります。

（３） 裁定申請を行うための前提条件

裁定申請は、「相当な努力」を払っても権利者と連絡することができない場合であることが前提

条件となります。本制度は、あくまで権利者が不明の場合に利用することができる制度なので、

「相当な努力」については、権利者が不明であるという事実を担保するに足りるものでなくてはな

りません。なお、「相当な努力」とは、具体的にどのようなことを指すのかについては、政令（令第

７条の７）等で規定されています。詳細は、８頁～１３頁を参照ください。

（４） 申請中利用制度について

文化庁に裁定申請を行い、文化庁長官の定める担保金を供託すれば、著作者や実演家等

が著作物等の利用を廃絶しようとしていることが明らかな場合を除き、裁定の決定前であっても

著作物等の利用が開始できます。ただし、法定の要件を満たさなかった等の理由で、裁定を受

けられなかった場合（「裁定をしない処分」を受けた場合）には、その時点で著作物等の利用を

中止しなければなりません（法第６７条の２）。

この制度は平成２１年の著作権法改正により新設され、平成２２年１月から施行されたもので

す。この制度を利用すれば、裁定の決定を待って利用を開始する場合と比べて、早期に著作物

等の利用を開始することができます。

１．権利者不明の場合の裁定制度とは
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２．裁定申請の全体的な流れ

（１） 文化庁への相談

裁定申請をご希望される場合は、この手引きをご覧いただき、不明な点などがあれば事前に

文化庁著作権課の担当者にご相談ください。

事前相談がなくても申請していただくことはできますが、書類の記載や添付書類に不備がある

場合や、裁定申請の前提条件となる「相当な努力」が行われていないなど法定の要件を満たし

ていない場合には、権利者探しの作業をやり直さなければならないことや、裁定を受けられない

ことがありますので、裁定手続きを円滑に行うためにも、事前の相談をお勧めします。

（２） 権利者を捜す（「相当な努力」）

この制度は、「相当な努力」を払っても権利者と連絡をとることができない場合を対象としたも

のですので、申請の前提条件として、権利者と連絡を取るために「相当な努力」を払う必要があ

ります。「相当な努力」の具体的な内容については、８頁～１３頁をご参照ください。なお、「相当

な努力」の結果、権利者と連絡を取ることができた場合は、利用の可否や使用料額について権

利者との交渉を行うこととなります。

（３） 申請書等の提出と手数料の納入

資料１（１７頁～２８頁）をご参照のうえ、申請書及び添付書類を作成し、文化庁著作権課に提

出してください。

なお、原則として手数料（１申請あたり 13,000 円）の納入が必要です（法第７０条、令第１１条）。

手数料の納入は申請書に収入印紙を貼付する方法で行っていただきます（規則第２３条）。

（４） 担保金の供託（申請中利用を行う場合のみ）

「申請中利用」を行う場合には、申請後に、文化庁長官が定める額の担保金を供託していた

だく必要があります。（担保金の供託方法は、次頁の（６）の補償金の供託方法と同様です。）

担保金の額は、申請書に記載していただいた「著作物等の利用方法」や、「補償金の額の算

定の基礎となるべき事項」等を勘案して決定することになっています。担保金の額が決定したら、

申請者へ書面で通知をいたします（申請から約１～２週間程度）。担保金の供託を完了すること

により、著作物等の利用が開始できます。

※ 著作物等について「コピー」を作成するような利用を行う場合は、そのコピーに「著作権法第６７条の２

第１項の規定の適用を受けて作成された複製物」であることと、「申請を行った年月日」を表示しなければ

なりません。

（記載例） このＤＶＤは、平成○年○月○日に著作権法第６７条の２第１項の規定に基づく申請を行い、

同条同項の規定の適用を受けて作成されたものです。



- 3 -

（５） 裁定の可否の決定

申請を受けて、裁定の可否を文化庁長官が判断し、申請者に対して書面にて通知します。可

となる場合には、後述する「補償金の額」の決定のための手続きも含めて、手続きに必要な標準

処理期間は３ヶ月です（この期間はあくまでも目安です。最近の実績では 1 ヶ月程度で処理して

いる例も多いので、申請の際に担当者にご確認ください。）。ただし、申請書や添付書類に不備

がある場合、補正等の必要がある場合等はこの限りではありません。

一方、裁定が不可となる場合として、

ア 申請の形式や内容が法令に定められた要件に適合しないとき

イ 著作者、実演家等が著作物等の利用を廃絶しようとしているのが明らかなとき（法第７０

条第４項第１号）

ウ 裁定の可否が決まる前に権利者と連絡することができたとき

は、裁定が認められませんので、「裁定をしない処分」をすることになります。

なお、権利者と連絡できた場合は、申請を取り下げる旨の連絡を文化庁の担当者へ行ってく

ださい。

（６） 補償金の額の決定、補償金の供託、担保金の取り戻し等

補償金の取扱い等については、下記のとおりです。一定の要件（注１）に該当する場合を除き、

文化庁長官は申請者が供託を行う「補償金の額」を決定し、上記（５）の通知により、お知らせい

たします。

（注１）申請中利用を行っていない場合であって、裁定をしない処分を受けたときが該当します。

ア 申請中利用を行わなかった場合

裁定が認められたら、通知された「補償金の額」を、最寄りの供託所（注２）に供託すること

により、著作物等の利用が可能となります（補償金を供託せずに利用を行った場合、著作権等

の侵害となりますので、ご注意ください。）。

（注２） 最寄りの供託所については、下記等で確認することができます。

○ 法務省ＨＰ

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu.html

○ 法務省 登記・供託インフォメーションサービス

０３－３５１９－４７５５ （24 時間自動応答）

※ 裁定を受けた著作物等について「コピー」を作成するような利用を行う場合は、そのコピーに「著作権法

第６７条第１項の裁定に係る複製物」であることと、「裁定のあった年月日」を表示しなければなりませ

ん。

（記載例）本書籍は、平成○年○月○日に著作権法第６７条第１項の裁定を受け作成したものです。
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イ 申請中利用を行った場合

ⅰ） 裁定が認められた場合

供託した担保金の額と、通知された補償金の額を比較し、担保金の額が補償金の額を上回

った場合には、申請者はその差額を取り戻すことができます（取り戻し方法については、供託

所にお尋ねください）。逆に補償金の額が担保金の額を上回った場合には、その差額を追加し

て供託していただく必要があります。担保金の額と補償金の額が同額の場合には特段手続は

必要ありません。

ⅱ） 裁定が認められなかった場合

この場合、ただちに著作物等の利用を中止する必要があります。なお、この場合にも補償

金の額が通知されますが、この額は、利用の開始から「裁定をしない処分」の日までの利用に

係る補償金額という意味であり、担保金額と補償金額の差額の調整については、上記ⅰ）と同

様です。

（裁定を受けるまでの間に、権利者と連絡が取れた場合）

この場合には、利用の開始から「裁定をしない処分」の日までの補償金の額は、権利者との

協議により決定していただくことになります。また、協議により定めた補償金の額と担保金の額

との調整は、上記ⅰ）の方法に準じて行っていただくことになります（法第６７条の２第５項）。

※ 裁定制度は、文化庁長官が著作権者等に代わって申請者の利用行為に「許諾」（了解）を与える制度

であり、申請者に「利用権」を与えているわけではありません。したがって、第三者に対してその著作物等

の利用を許諾（了解）したり、その著作物等を利用できる立場を第三者に譲ったりすることはできません。
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【参考１ 裁定手続きの流れ図】

注１ 「相当な努力」の具体的な内容については、８～１３頁参照

注２ 複製して利用したものには、著作権法第 67 条の２の規定により作成した旨及び申請日を記載（２頁参照）

注３ 補償金額は、文化審議会の答申を経て決定

注４ 担保金と補償金が同額の場合は、特段手続は不要

注５ 複製して作成したものには、著作権法第 67 条の裁定を受けて作成した旨及び裁定日を記載（３頁参照）

利用開始

権利者と連絡が取れなかった場合

最寄りの「供託所」に担保金を

供託し、利用開始 （注２）

利用（出版、ネット配信など）したい著作物等の権利者が不明

文化庁長官へ裁定の申請

文化庁長官が裁定の可否及び

補償金額（注３）を決定

権利者を捜す（相当な努力）（注１）

文化庁著作権課に相談

申請中利用を行わない

○可

文化庁長官が裁定の

可否および可の場合は

補償金額（注３）を決定

○可

最寄りの「供託所」

に補償金を供託

○担保金＞補償金

差額の取り戻し可

○担保金＜補償金

差額を追加供託 （注４）

申請中に権利者と連絡

が取れた場合

×不可

次頁（参考２）のとおり

利用を継続 利用を停止 利用開始（注５） 利用不可

権利者と交渉

許諾拒否許諾

利用不可

文化庁長官が担保金額を決定

申請中利用を行う

権利者と連絡が

取れた場合

×不可
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【参考２ 申請中に権利者と連絡が取れた場合の手順】

（１）申請中利用を行っていない場合 （２）申請中利用を行っている場合

＊ 「権利者との交渉」については、当該交渉が「裁定をしな

い処分」前に行われ、権利者の許諾を得ることができれば、

利用は継続できることになります。

裁定をしない処分

裁定をしない処分以降の利用

→ 利用の可否及び使用料の決定

文化庁へ申請取下げの連絡

権利者と交渉

許諾拒否許諾

文化庁へ申請取下げの連絡

権利者と協議

裁定をしない処分までの利用

→ 当事者間で補償金額を決定

許諾 許諾拒否

権利者と交渉（＊）

利用不可利用開始 利用再開 利用中止

利用の

一時停止

補償金の

支払い
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申請者：株式会社虎ノ門出版

著作物の利用方法：昭和４５年に霞が関出版より出版された「虎ノ門探訪」（著者：銀座 泉）を復刊

○月×日 「虎ノ門探訪」の復刊にあたり、霞が関出版に連絡したが、すでに廃業しており連絡が取れず、ま

た、著者の銀座泉と連絡を取ろうとしたが連絡先不明。

９月１日 文化庁著作権課に相談。裁定制度を利用するためには、「相当な努力」を払うことが必要であり、そ

の具体的方法について説明を受ける。

９月７日 文化庁から説明を受けた内容に基づき、「相当な努力」を開始。

※なお、一般への協力依頼として、自社のホームページに権利者に関する情報提供を求める記事を掲載す

るとともに、著作権情報センター（CRIC）のホームページに概要記事の掲載及び自社ホームページへのリ

ンクの貼付を依頼（掲載までに１週間～１０日程度必要）。

９月１５日 CRIC のホームページに記事が掲載される（期間３０日以上）。

１０月１日 一般への協力依頼以外の「相当な努力」に係る調査が終了。

（権利者の連絡先に関する有益な情報は得られず、権利者と連絡をとることができなかった。）

申請書の下書き及び添付書類を作成、文化庁に持参し、内容のチェックを依頼。

１０月５日 文化庁担当者から修正の指摘あり。

１０月１１日 指摘に基づき、申請書及び添付書類を修正し、文化庁担当者にメールで、再度、内容のチェック

を依頼。

１０月１５日 文化庁担当者から再度、修正の指摘あり。指摘に基づき、申請書及び添付書類を修正。

１０月２０日 ホームページの記事掲載から３０日以上が経過したため、申請書及び添付書類を文化庁に提出。

（１１月２２日 文化審議会著作権分科会使用料部会開催）

※ 補償金額については、文化審議会著作権分科会使用料部会に諮問。答申の結果、補償金額が決定。申

請から補償金額の決定までの標準処理期間は３ヶ月だが、１～２ヶ月程度で処理されることもある。

１２月２日 文化庁より、裁定が認められた旨及び著作物の利用に係る補償金の通知を受領。

１２月５日 最寄りの供託所において、補償金額を供託し利用開始。

※ この例は、申請前に文化庁へ相談があり、申請中の利用を行わず、申請から 1 ヶ月程度で文化審議会著作権分科会

使用料部会が開催された場合を想定したスケジュールの例です。（文化審議会著作権分科会使用料部会の開催時期

により、申請から補償金額の決定までの期間は異なります。）事前相談がない場合は、書類の修正等により、手続きに

日数がかかる場合があります。事務処理の円滑化を図るため、文化庁への事前のご相談をお勧めします。

【参考３ 利用開始までのスケジュールの例】
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３．「相当な努力」に係る具体的な方法

この制度は、「相当な努力」をしても権利者が不明で、連絡することができない場合のみが対

象となります。「相当な努力」は法令（令第７条の７、告示）によって規定されていますが、具体的

な方法は、以下をご参照ください｡ご不明な点は文化庁著作権課にご相談ください。

（１） 権利者の連絡先に関する情報の取得

権利者と連絡を取るために必要な住所、電話番号等の連絡先の情報について、下記のア～カ

のすべての方法により取得を試みてください。

ア 権利者の名前や住所等が掲載されている名簿・名鑑類の閲覧（令第７条の７第１項第１

号、告示第１条第１号）

下記に例として記載した名簿・名鑑類などを図書館等で参照して、権利者の連絡先の

情報を探索してください。なお、原則として著作物等が発行・公表等された当時のものを２

種類以上閲覧してください。なお、権利者の名前が不明で、名簿等を閲覧していただくこ

とができない場合は、その旨、申請書に記載してください。

【名簿・名鑑等の例】

（広く一般の方々の情報を記載したもの）

○著作権台帳（著作権協議会）

○日本紳士録（ぎょうせい）

○現代日本人名録（日外アソシエイツ）

○人事興信録（興信データ）

（言語の著作物）

○現代日本執筆者大辞典（日外アソシエイツ）

○文藝年鑑（日本文藝家協会）

（美術の著作物）

○美術年鑑（美術年鑑社）

○美術家名鑑（株式会社美術倶楽部）

○美術家年鑑（芸術書院）

○美術名典（芸術新聞社）

（音楽）

○音楽年鑑（音楽の友社）

○音楽家人名辞典（日外アソシエイツ）

○日本の作曲家（近現代音楽人名事典）（日外アソシエイツ）

（写真）

○現代写真人名事典（日外アソシエイツ）
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（実演）

○日本タレント名鑑（（株）ＶＩＰタイムズ社）

○出演者名簿（（社）著作権情報センター）

イ ネット検索サービスによる情報の検索（令第７条の７第１項第１号、告示第１条第２号）

著作物等の題号、著作者等の名前、著作物等の内容をキーワードとして、２社以上のイ

ンターネット上の検索サービスを用いて、権利者に関する情報を検索してください。

例えば、著作者名や著作物の発行者名（出版社やレコード会社）、著作物の題号や著

作物等が掲載されている書籍等の題名、また、言語の著作物や歌詞にあってはその本

文の一部をキーワードとして、情報を検索してください。

また、利用しようとする著作物等について、著作権法上の登録がされている場合には、

登録内容から権利者に関する情報を入手できることがあります。そのため、下記の文化

庁ホームページで登録の有無の確認してください。

http://www.bunka.go.jp/chosakuken/touroku_seido/attention.html

ウ 著作権等管理事業者等への照会（令第７条の７第１項第２号、告示第２条第１項）

利用しようとする著作物等の分野に係る著作権等管理事業者その他著作権等の管理

を行っている事業者が存在する場合には、その事業者に対して、当該著作物等の管理を

行っているかどうか確認を行ってください。

○管理実績の多い著作権等管理事業者

（音楽）

一般社団法人日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）

※ ＨＰから閲覧できる「Ｊ－ＷＩＤ」（http://www2.jasrac.or.jp/eJwid/）にて、管理楽

曲を検索することが可能。

株式会社イーライセンス

株式会社ジャパン・ライツ・クリアランス

（言語）

社団法人日本文藝家協会（文芸作品）

協同組合日本脚本家連名（脚本）

協同組合日本シナリオ作家協会（脚本）

一般社団法人学術著作権協会（学術論文等）

一般社団法人出版者著作権管理機構（学術書等）

（美術）

有限責任中間法人美術著作権協会（洋画）

（実演）

社団法人日本芸能実演家団体協議会実演家著作隣接権センター（ＣＰＲＡ）
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（レコード）

一般社団法人日本レコード協会

エ 利用しようとする著作物等と同種の著作物等の販売等を行う者への照会（令第７条の７第

１項第２号、告示第２条第２号）

次の場合には、該当する者への照会を行ってください。

①利用しようとする著作物等と同じものを過去に販売等したことのある者がいる場合

（例：同じ作品を出版したことのある出版社）

②利用しようとする著作物等ではないが、当該著作者等が創作等した別のものを過去に

販売等したことのある者がいる場合

（例：同一著作者の別の作品を出版したことのある出版社）

※ ①または②に該当する者が複数ある場合は、原則として、それぞれ有力な情報を有していると思

われる２者以上に照会してください。また、出版社等が廃業等により現存しない場合には、承継会社

等がないことについて可能な範囲で確認してください。

オ 利用しようとする著作物等の分野に係る著作者団体等への照会（令第７条の７第１項第２

号、告示第２条第３号）

当該著作物等の著作者等が加盟する団体や、当該著作物等の分野に係る研究者等を

構成員とする学会などがある場合は、それらの団体に対して照会を行ってください。

カ 広く一般に対して権利者に関する情報提供を求めること（令第７条の７第１項第３号、告示

第３条）

著作物等の題号、著作者等の名前、著作物等の種類及び内容又は体様など、権利者

を捜す上で有益と思われる項目に関して次のいずれかの方法により情報の提供を求めて

ください（具体例は１２頁参照）。

a) 日刊新聞紙に掲載

当該著作物等の権利者に関する情報を求める旨の広告を行ってください。

ｂ）（社）著作権情報センター（CRIC）のホームページに掲載

（http://www.cric.or.jp/c_search/c_search2.html）

下記のいずれかの方法により広告記事の掲載を行ってください。なお、記事掲載の期

間は３０日以上です（有料）。

【ご自分のホームページをお持ちでない場合】

CRIC のホームページに情報提供を求める広告記事掲載の依頼を行ってください。

１件（１頁以内）につき、３１，５００円（平成２２年６月１日以降は１５，７５０円）。
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【ご自分のホームページにリンクをする場合】

CRIC のホームページには情報提供を求める広告記事の概要のみを掲載し、詳細は

ご自分のホームページへリンクさせるよう CRIC に対して依頼を行ってください。

１件につき、２３，１００円（平成２２年６月 1日以降は１３，８６０円）。

※ (社)著作権情報センターへ依頼を行う場合の手続きの詳細は、下記まで直接お問い合わせください。

〒163-1411 東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京ｵﾍﾟﾗｼﾃｨﾀﾜｰ 11 階

TEL 03-5353-6921(代） FAX 03-5353-6920

E-mail search-info@cric.or.jp

CRIC ホームページ http://www.cric.or.jp/c_search/c_search.html#1
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【参考４ 新聞、ホームページでの情報を求める広告の掲載例】

○例１

昭和１５年に出版された「○○の歴史」を復刊するにあたり、著作権者の方を捜してい

ます。著作権者の連絡先をご存知の方は、下記までご一報いただければ幸いです。

（書籍に関する情報）

書籍の題名 「○○の歴史」

出版年 昭和１５年

著者 ○○ ○○

出版社 ○○出版

（連絡先）

〒○○○-○○ 東京都千代田区霞が関○-○-○ （○○書房 企画部 山田）

電話 ○○-○○○○-○○○○ E-mail ○○○○＠○○○.ne.jp

○例２

昭和初期の商業広告を紹介する書籍を出版するにあたり、昭和２８年３月に出版され

た「週刊○○」の４７ページに掲載されたお菓子○○の宣伝に使用されたお菓子○○を

持った２人の子供を描いた絵画の著作権者の方を捜しています。著作権者の連絡先をご

存知の方は、下記までご一報いただければ幸いです。

（掲載された雑誌に関する情報）

雑誌名：「週刊○○」

出版社：○○出版

掲載ページ：４７ページ

掲載された著作物の概要：お菓子○○を持った２人の子供を描いた絵画

（連絡先）

〒○○○-○○ 東京都千代田区霞が関○-○-○ （○○書房 企画部 山田）

電話 ○○-○○○○-○○○○ E-mail ○○○○＠○○○.ne.jp

※ 著作物等の題号や著作者名等が不明の場合でも、その著作物等を特定するため、著作

物等の内容を記述して下さい。

※ １広告に複数の著作物等を掲載することは差し支えありません。
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（２） 取得した情報等に基づいた権利者との連絡

（１）により取得した情報や元々判明していた情報に基づいて、権利者と連絡を試みていただく

必要があります。連絡方法は、下記のような方法があります。

ア 住所が判明している場合

住所が判明している場合には、その住所に訪問、郵送、宅配便等の方法により、権利者

との連絡を試みてください。なお、郵便物等が宛先不明などで還付される場合であっても、

権利者の住所に係る自治体等に住民票の除票を請求することで転居先が判明することが

あります。

イ 電話・ＦＡＸ・メールアドレスが判明している場合

それぞれの情報に基づき、権利者との連絡を試みてください。連絡を行ったが、たまたま

留守であった等の理由により、権利者と思われる人と話ができなかった場合や権利者に利

用を断られた場合等は、権利者と連絡が取れない場合には該当しません。

ウ 連絡先以外の情報であって、権利者に関係すると思われる情報が判明している場合

関係する情報に基づき、連絡先を特定するための調査などを行ってください。例えば、勤

務先など著作者等が現在または過去に所属していた団体が判明している場合など、それら

の団体への照会により権利者の連絡先に関する情報を取得できることがあります。
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４．Q＆A

Q．裁定申請を行うまでにどのような作業が必要ですか。また、どれぐらいの期間が必要になり

ますか。

A．裁定申請を行う際には、「相当な努力」を払い、連絡を試みたが権利者と連絡がとれなかった

ことが前提になります。「相当な努力」の具体的な方法については、８～１３頁をご参照ください。

作業期間は申請する内容によっても異なるため、一概にはいえません。なお、「一般に対する権

利者に関する情報提供依頼」に関しては、情報提供を求める広告記事を、日刊新聞紙に掲載、

または（社）著作権情報センター（CRIC）のホームページ等に３０日以上の期間掲載する必要が

あります。そのため、この３０日の間に他の権利者捜しの調査や申請書及び添付書類の作成を

完了させるとしても、申請までに最低で１～２ヶ月程度の作業期間は必要となります。

Q．裁定を申請してから、著作物等の利用までにどれくらいの期間がかかりますか。

A．申請書及び添付書類が提出され、申請書等の修正や、追加資料の提出の必要がない場合

は、裁定結果及び補償金額が決定され申請者に通知されるまでの標準処理期間は３ヶ月です。

ただし、この期間はあくまでも目安であり、最近の実績では、１ヶ月程度で処理が行われる例も

多くなっていますので、申請前に担当者にご相談ください。裁定の結果の通知を受け、定められ

た額の補償金を供託した時点で著作物等の利用が開始できます。

なお、より早い時点で利用を開始したい場合は、「申請中利用制度」をご利用ください。申請中

利用を行う場合、申請を行い、文化庁長官が定めた額の担保金を供託することにより利用が開

始できます。ただし、裁定が認められなかった場合には、著作物等の利用を中止せざるを得なく

なることや、担保金と補償金との差額調整の必要が生じることがありますので、ご注意ください。

Q．販売を予定している CD に含まれる数曲の楽曲について、権利者が不明です。申請は１曲ご

とに行う必要がありますか。また、手数料は１曲ごとに支払う必要がありますか。

A．申請は、１著作物、１実演などの単位ではなく、１回の利用に係る単位で申請していただくこと

ができます。お問い合わせのケースのように、販売予定の CD に関して複数の不明権利者が存

在する場合、まとめて１件として申請していただくことが可能です。

ただし、全く関連性のない別企画の利用を１件にまとめて申請することはできません。なお、手

数料については、１著作物ごとにかかるものではなく、申請一件につき１３，０００円になります。
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Q．補償金の額はどれくらいになりますか。

A．補償金の額は、通常の使用料の額に相当する額とされています（法第６７条）ので、著作物等

の種類や利用方法、利用期間等によっても異なります。このため、文化庁長官は申請のあった

著作物等を利用する場合の一般的な利用料金等を参考に補償金額を決定することになります。

例えば、出版を行う場合であれば、出版業界の慣行である印税率や算定方式が参考になりま

すし、音楽の利用であれば日本音楽著作権協会（JASRAC）等の著作権等管理事業者の使用料

規程を参考に補償金額を算定することになります。このようにそれぞれの分野における使用料

の相場を補償金額の参考として算定してください。

Q．申請中利用制度を活用するメリットは何ですか。

A．著作物等の利用開始を希望する時期が近く、裁定結果を待つ猶予のない場合、申請中利用

として申請することにより、文化庁長官が定めた額の担保金を供託することで、裁定結果を待た

ずに著作物等の利用を開始できることです。

しかし、申請中利用制度は、あくまで裁定を受けることを前提として、暫定的に利用を認める制

度のため、裁定が認められなかった（裁定をしない処分を受けた）場合は、その時点で著作物等

の利用を中止せざるをえないことがあることもあります。

Q．本の復刊を考えているのですが、当初 1,000 部の出版を予定しています。増刷する場合には、

再度、裁定を受ける必要がありますか。

A．裁定を申請する際に、1,000 部の出版を前提とした裁定を受けた場合であれば、増刷する場

合には、再度裁定申請を行う必要があります。しかし、追加供託を行うことを前提とし、上限の部

数や期間を定めて増刷を認める裁定を受けることも考えられますので、詳しくは担当官にご相談

ください。

Ｑ．放送番組の二次利用では、放送事業者が権利処理を行った後に、実際の利用者（有線

放送事業者、配信事業者など）へ「番組販売」を行うことが一般的です（いわゆる「元栓

処理」）が、このような場合に放送事業者が実際の利用者に代わって、裁定の申請を行う

ことができますか。

Ａ．裁定の申請は、著作物等を利用する者が行うのが原則です。しかし、放送番組の二次

利用については、原作、脚本、実演などについていわゆる「元栓処理」が慣行上、一般的

となっているため、実際の利用者が申請を行うことは事実上困難であると想定されます。

したがって、このような場合は例外的に放送事業者が実際の利用者の利用も含めた裁定の
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申請を行うことも認められます。詳しくは担当官にご相談ください。

Q．外国人が権利者であっても裁定を受けることはできますか。

Ａ．外国人の著作物等であっても、著作物等の利用が日本国内で行われるのであれば、裁定を

受けることは可能です。ただし、権利者が外国人の場合、権利者と連絡をとることが困難である

こと（権利者が海外在住で連絡がとりにくいこと、権利者との交渉に手間がかかること等）を理由

として、権利者捜しの「相当な努力」を省略することはできません。日本の著作物等を利用する場

合と同様に、法令で定められた権利者捜しを行っていただく必要があります。

Q．海外で出版等を行う場合に、裁定を受けることはできますか。

Ａ．海外における著作物等の利用については、原則として我が国の著作権法の効力が及ばない

ので、本裁定制度の適用を受けることはできません。

Ｑ．裁定により写真を利用する場合、一部を切り抜いたり、修正したりして利用することはできま

すか。

Ａ．写真の一部を切り抜いたり、修正したりして利用することは、著作者人格権（法２０条、同一性

保持権）を侵害するおそれがあります。写真の利用について裁定を受けたとしても、著作者人格

権を侵害する行為が認められるわけではないのでご注意ください。
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（資料１）

著作物等利用裁定申請書の様式及び記載例

申請書の記載事項及び添付資料については、法令により定められています（令第８条）。申請書の作成にあたっ

ては、以下の各様式の（注）や記入例①～③も参考にしてください｡

【様式 A 著作物の利用】

平成○○年○○月○○日

文化庁長官 殿

申請者（住所）

（氏名）注２

裁定申請書

著作権法第６７条第１項の規定に基づき、下記の著作物の利用を行いたいので、必

要な資料（注３）を添えて申請します｡

記

１ 著作物の題号

注４

２ 著作者名

注５

３ 著作物の種類及び内容又は体様

注６

４ 著作物の利用方法

注７

５ 補償金の額の算定の基礎となるべき事項

注８

６ 著作権者と連絡することができない理由

注９

７ 著作権法第 67 条の２第 1項に基づく申請の有無

注 10

収入印紙

注１
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注１）裁定申請に係る手数料として、収入印紙（13,000 円）を貼付してください（法第７０条第１項、令第１１条、

規則第２３条）｡なお、国や政令で定められた独立行政法人が申請する場合には手数料の納付は不要です

（法第７０条第２項、令第６５条）。

注２）申請者が法人（法人格を有しない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めがあるものを含む。）

である場合には、法人名及び代表者・管理人の氏名を記載し、印鑑を押印してください｡なお、事務的な連

絡等のため、担当者の部署・氏名・電話番号を付記してください。また、弁護士等の方が代理人申請を行う

場合には、申請者の記載の下に、代理人の名前を記載し、代理人の印鑑を押印してください。その場合、申

請にあたっては、申請者の委任状が必要になります。申請者が個人の場合は、申請者本人の署名があれ

ば、印鑑の押印は不要です。

注３）個々の申請によって異なりますが、次のようなものが必要です（法第６７条第２項、令第８条第２項）。

① 申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の

体様を明らかにする資料

例えば、題号の不明な絵画について複製の裁定を申請するような場合、申請書への記述だけで当該

著作物を特定することは困難なことが多いため、写真を添付してください｡

② 著作権者と連絡することができないことを疎明する資料

情報提供を求めるために問い合わせを行った結果が記された書面や新聞やホームページ等に広告を

掲載したものの写しなど、申請書の６（著作権者と連絡することができない理由）の欄に記載した内容

を客観的に裏付ける資料を添付してください｡

また多数の著作物をまとめて一件の申請とする場合などは、２８頁の例のように、一覧表の形式でま

とめて、申請書に添付することも可能です。

③ 申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実

が明らかであることを疎明する資料

例えば、出版されたものであれば表紙と奥付、演奏されたものであればコンサートのプログラム、放送

されたものであれば番組表など、個々の実態に応じて必要な資料を添付してください｡

注４）題号がないときは「題号なし」、題号が不明であるときは「題号不明」と記載してください｡また、申請に複

数の著作物が含まれる場合は、別紙として一覧表を作っていただいても構いません（以下の項目について

も同様）。

注５）著作者名の表示がないときは「著作者名の表示がない」、著作者名が不明であるときは「著作者名が不

明」と記載してください｡

注６）「著作物の種類」については、法第１０条第１項の著作物の例示（２９頁）を参考にして記載してください｡

「著作物の内容又は体様」については、例えば、出版物に掲載された著作物については、「○○出版発行

『月刊△△』の昭和××年××月号××頁に掲載された随筆」などのように、題号及び著作者名と合わせ

て著作物が特定できるように記載してください｡例えば、彫刻や建築の場合には、｢別添資料のとおり｣と記
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載して、注３のとおり写真等を添付することも可能です｡特に、｢題号なし｣、｢題号不明｣の著作物の場合にお

いても、本欄の記述等により対象とする著作物を特定することが必要ですのでご留意ください｡

注７）裁定に係る著作物の利用方法を、著作権法で定める権利の種類（第２１条～２８条）に基づき具体的に記

載するとともに、複製物を作成する場合は販売するのか無償で配布するのか、何部作成するのか、上演・

演奏等を行う場合は場所・日時・期間などを具体的に記載してください｡

なお、裁定による利用中に権利者の所在が判明する場合や通常の使用料に相当する額が大きく変動す

る場合も想定されますので、複製部数や利用期間等については合理的な範囲内で上限を定めてください。

（例えば、公衆送信については、実務上５年間を上限にしています。）

記載例

【出版物を復刊する場合】

3,000 部を作成（複製）し、定価 800 円(本体価格)で販売（譲渡）する。

【音楽のネット配信を行う場合】

当社ウェブサイトにおいて、利用者の求めに応じ、いつでも送信できる状態にし（公衆送信、複製）、有料

（１回 300 円）でダウンロード形式のネット配信（公衆送信、複製）を行う。

【音楽の演奏を行う場合】

平成○○年○月○日、□△文化会館における△×交響楽団の第２１回定期演奏会で演奏を行う。

（入場料 3000 円、入場定員 500 名）

注８）補償金の額の算定にあたって、基礎となるべき事項を記載してください。例えば、販売価格等の著作物の

提供又は提示の対価、複製を行う場合はその部数、演奏・上演・上映等を行う場合はその回数、出版物や

ビデオの場合には全体の分量（頁数や収録時間数）と当該著作物が占める分量などのほか、同様の利用

形態についての使用料の相場が分かる資料（著作権等管理事業者の使用料規程、業界の標準料金、使用

料に関する業界の統計資料など）があればこの欄に記載の上、関係資料を添付してください。また、これら

のデータを用いて申請者で計算し得られた補償金の試算額及び計算方法についても併せて記載してくださ

い。

注９）著作権者と連絡するためにどのような方法による努力を行ったかについて記述してください。著作権者と

連絡するための具体的な方法（８～１３頁参照）については、可能な方法をすべて試みる必要があります。

本欄に記載する内容については、記入例①の例（２１頁）等も参考にしてください｡

注１０）法第６７条の２第１項に基づく申請中利用を有無を記載して下さい。本欄に有と記載した場合は、文化

長官が定めた担保金の額を、１～２週間程度で通知いたします。

（申請中利用の詳細は１．（４）１頁、Ｑ＆Ａ１５頁を参照）



- 20 -

【記入例①（言語の著作物の復刊）】

平成○○年○○月○○日

（収入印紙）

文化庁長官 殿

申請者 〒100-8959

東京都千代田区霞が関３丁目２番２号

株式会社 文部科学出版

代表取締役 文科 太郎 ㊞

担当者 編集部 著作 健太

電話 03-5253-4111(内線 2847)

著作物利用裁定申請書

著作権法第６７条第１項の規定に基づき、下記の著作物の利用を行いたいので、必要な資料を添

えて申請します｡

記

１ 著作物の題号

日本の文化

２ 著作者名

文化 太郎（ぶんかたろう）

３ 著作物の種類及び内容又は体様

言語の著作物 株式会社○×出版より 1982 年 11 月 2日初版発行された書籍（全 250 ページ）

４ 著作物の利用方法

上記著作物を複製し、初版 3000 部、定価 800 円(本体価格)で販売（譲渡）する。

５ 補償金の額の算定の基礎となるべき事項

168,000 円（販売価格×発行部数×印税率 7％ → 800 円×3,000 部×7％＝168,000 円）

印税率については、日本書籍出版協会（2010 年 1 月担当○○氏）に問い合わせたところ、他

社から出版された書籍（学術書）を復刊する場合は、著作権者に７％程度の印税を支払うのが

出版業界の通例、慣習であるとの見解を得た。

13,000円
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６ 著作権者と連絡することができない理由

著作者の電話番号までは判明したものの、電話番号が無効であったため、下記の調査を行った

が、著作権者の所在は不明であった。

①権利者の名前や住所等が掲載されている名簿・名鑑類の閲覧

著作権台帳第○版（19XX 年刊）に著作者の配偶者の電話番号が記載されていたため、連絡をした

が、現在は使われていない番号であり、連絡が取れなかった。また、人事興信録第○版（人事興信所

19XX 年刊）の閲覧を行ったが、著作者に関する情報は掲載されていなかった。

②ネット検索サービスによる情報の検索

検索サイトである○○○及び△△△により、著作者の名前、著作物の題号及びその他の情報から検

索を行ったが、著作者の連絡先につながる情報は得られなかった。文化庁のホームページから、著作

権登録状況の確認を行ったが、著作者、作品名ともに登録がなかった。

③著作権等管理事業者への照会

言語の著作物の著作権等管理事業者である日本文藝家協会（2010 年 1 月担当○○氏）に照会を行

ったが、著作権者から権利委託は受けていないとの回答を得た。

④当該著作物を利用した実績がある者への照会

1982 年に当該著作物を出版した株式会社○×△出版（2010 年 1 月担当○○氏）に照会を行ったが、

著作者の連絡先に関係する情報は得られなかった。また、1990 年に同著作者の「江戸時代の風俗と

文化」（書籍）の出版を行った株式会社△△研究所（2010 年 1 月担当○○氏）にも照会を行ったが、

連絡先に関係する情報は得られなかった。

⑤当該著作物に関する識見を有する団体への照会

著作者は、かつて、作家の団体である○○協会の会員であったため、同協会に対して照会を行ったが、①

で得られている連絡先（連絡を行ったが連絡取れず）以外に新たな情報は得られなかった。

また、著作者が生前勤務していた○○大学に照会を行ったが、著作者の連絡先に関係する情報は

持ち合わせていないとの回答を得た（2010 年 2月担当○○氏）。

⑥一般に対する情報提供依頼

2010 年 1 月 1 日から 1 ヶ月間、自社ホームページに著作権者捜しの公告を掲載するとともに、著

作権情報センターのウェブサイトへのリンクを貼付し、著作権者に関する情報の提供を求めたが、著

作権者につながる情報は得られなかった。

７ 著作権法第６７条の２第１項の規定による著作物の利用の有無

無し
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【記入例②（音楽の著作物のインターネット配信）】

平成○○年○○月○○日

（収入印紙）

文化庁長官 殿

申請者 〒100-8959

東京都千代田区霞が関３丁目２番２号

文部科学通信株式会社

代表取締役 文科 太郎 ㊞

電話 03-5253-4111(内線 2847)

著作物利用裁定申請書

著作権法第６７条第１項の規定に基づき、下記の著作物の利用を行いたいので、必要な

資料を添えて申請します｡

記

１ 著作物の題号

春の嵐

２ 著作者名

文化 太郎（ぶんかたろう）

３ 著作物の種類及び内容又は体様

音楽の著作物（楽曲）

平成○○年○月○日、東京都千代田区○○ホールで開催された「第１５回若手作曲家

コンクール」において、文化太郎氏によりピアノ演奏された楽曲

４ 著作物の利用方法

文部科学通信株式会社が運営・開設するウェブサイトに着信メロディデータとして利

用者の求めに応じていつでも送信できる状態にし（公衆送信・複製）、無料でダウンロー

ド形式のネット配信を行う（公衆送信・複製）。使用期間は 2011 年 4 月 1 日から 5月 31

日までの２ヶ月間。総ダウンロード数は 1000 ダウンロードまでとする。

13,000円
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５ 補償金の額の算定の基礎となるべき事項

10,500 円

日本音楽著作権協会使用料規程第１１節インタラクティブ配信

（下記抜粋）の規定を根拠に算定を行った。

日本音楽著作権協会使用料規程（抄）

第１１節 インタラクティブ配信

音楽配信、テレフォンサービス等ネットワークを用いた放送及び有線以外の公衆送信及びそれに伴う複製によ

り著作物を利用する場合（第１０節の規定適用する場合を除く。）の使用料は、次により算出した金額に消費税相

当額を加算した額とする。

１ 包括的利用許諾契約を結ぶ場合

（１）商用配信（リスニング用、カラオケ用、着信音等音楽を利用することを主たる目的として配信する場合）

① ダウンロード形式

（ア）楽曲データを配信する場合の月額使用料は、以下の表のとおりとする。

ア 再生可能な期間等に制限がない場合

情報料

ある ない

広
告
料
等
収
入

あ
る

広告料等収入の有無にかかわらず、１曲１リクエスト当た

りの情報料７．７％または７円７０銭のいずれか多い額に

月間の総リクエスト数を乗じて得た額とする。

１曲リクエスト当たり６円６０銭に月間の総リクエスト

回数を乗じて得た額とする。

な
い

１曲リクエスト当たり５円５０銭に月間の総リクエス

ト回数を乗じて得た額とする。

最 低

使用料

本表で算出した月額使用料が５，０００円を下回る場合は５，０００円とする。この場合において、送信可能化

する日数が５日までの場合は、日額１，０００円に利用日数を乗じて得た額とする。

○上記アの表中の情報料「ない」、広告料等収入「ない」の欄、及び最低使用料の欄を適

用する。計算は次のとおり。

ア 同社が配信している同様の著作物の配信実績を勘案して、配信期間の２ヶ月間の上

限配信ダウンロード数を 1,000 回に設定したところから、「月間の総リクエスト回数」

を 500 回として計算

イ 月額使用料は、「月間の総リクエスト回数」である 500 回を 5.5 円で乗ずると 2,750

円になるが、最低使用料を下回るため、最低使用料に消費税分の 5％を加えた 5,250

円とした。

ウ 今回の利用は 2ヶ月間であるため、5,250 円×2ヶ月＝10,500 円を使用料とする。

６ 著作権者と連絡することができない理由

著作者の名前からの調査や、インターネット上の情報による調査、利用者や専門家等

への照会、ウェブサイトにおいて一般への告知を行うなどしたが、著作権者の所在は不

明であった。

① 権利者の名前や住所等が掲載されている名簿・名鑑類の閲覧

著作権台帳第○版（19XX 年刊）及び音楽家人名辞典（日外アソシエーツ 19XX 年刊）

の閲覧を行ったが文化太郎氏に関する情報は未掲載であった。
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②ネット検索サービスによる情報の検索

検索サイトである○○○及び△△△により、著作者の名前、著作物の題号その他の情

報から検索を行ったが、文化太郎氏の連絡先につながる情報は得られなかった。文化庁

のホームページから、著作権登録状況の確認をしたが、著作者、作品名ともに登録がな

かった。

③著作権等管理事業者への照会

音楽の著作物の著作権等管理事業者である日本音楽著作権協会（2010 年 1 月担当○○

氏）に照会を行ったが、著作権者の登録は無いとの回答を得た。

④当該著作物を利用した実績がある者への照会

コンクールを主催した○○企画に文化太郎氏の連絡先等の照会を行ったところ、応募

時の住所、電話番号、所属大学名について情報が得られたため、以下の方法で連絡を試

みたが、連絡が取れなかった。

（郵送）「転居先不明」のため、返還された。

（電話）現在使われていない番号だった。

転居先の住所を確認するため、○○市役所市民課に文化太郎氏の住民票の除票を請求

したが、保存期間（５年間）経過後のため、交付されなかった。

平成○年当時学生だった○○大学の学生課へ、文化太郎氏の転居先、就職先等の照会

を行ったが、個人情報の問い合わせには一切応じていない旨の回答があった（2010 年 1

月）。

⑤当該著作物に関する識見を有する団体への照会

日本作曲家協会（2010 年 1 月担当○○氏）、日本作曲家協議会（2010 年 1 月担当○○

氏）、日本童謡協会（2010 年 1 月担当○○氏）に、文化太郎氏について照会を行ったが、

同人の連絡先に関係する情報は持ち合わせていないとの回答を得た。

⑥一般に対する情報提供依頼

2010 年 1 月 1 日から 1ヶ月間、著作権情報センターのウェブサイトで著作権者捜しの

広告を出したが、文化太郎氏につながる情報は得られなかった。

７ 著作権法第６７条の２第１項の規定による著作物の利用の有無

無し
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【様式 B 実演の利用】

平成○○年○○月○○日

文化庁長官 殿

申請者（住所）

（氏名）注２

裁定申請書

著作権法第１０３条において準用する著作権法第６７条第１項の規定に基づき、下

記の裁定を願いたいので、必要な資料（注３）を添えて申請します｡

記

１ 実演が行われた作品名や実演家の役名等

注４

２ 実演家名

注５

３ 実演の内容又は体様

注６

４ 実演の利用方法

注７

５ 補償金の額の算定の基礎となるべき事項

注８

６ 実演家と連絡することができない理由

注９

７ 著作権法第 103 条において準用する同法第 67 条の２第 1項に基づく申請の有無

注 10

収入印紙

注１
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注１）裁定申請に係る手数料として、収入印紙（13,000 円）を貼付してください（法第７０条第１項、令第１１条、

規則第２３条）｡なお、国および政令で定められた独立行政法人が裁定を申請する場合には手数料の納付

は不要です（法第７０条第２項、令第６５条）。

注２）申請者が法人（法人格を有しない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めがあるものを含む。）

である場合には、法人名及び代表者・管理人の氏名を記載し、印鑑を押印してください｡また、事務的な連

絡等のため、担当者の部署・氏名・電話番号を付記してください。また、弁護士等の方が代理人申請を行う

場合には、申請者の記載の下に、代理人の名前を記載し、代理人の印鑑を押印してください。なお、申請に

あたっては、申請者の委任状が必要になります。申請者が個人の場合は、申請者個人の署名があれば、

印鑑の押印は不要です。

注３）個々の申請によって異なりますが、次のようなものが必要です（令第８条第２項）。

① 申請に係る実演の体様を明らかにするため必要があるときは、その写真その他当該実演の体様を明ら

かにする資料

例えば、実演家の氏名・芸名、出演作品名・役名等が不明で、当該実演の特定が困難な場合に、写

真等を添付することにより、裁定を受けようとする実演を特定してください。

② 実演家と連絡することができないことを疎明する資料

情報提供を求めるために問い合わせを行った結果や新聞やホームページ等に広告を掲載したものの

写しなど、申請書の６（実演家と連絡することができない理由）の欄に記載した内容を客観的に裏付ける

資料を添付してください｡

また多数の実演をまとめて一件の申請とする場合などは、２８頁の例のように、一覧表の形式でまと

めて、申請書に添付することも可能です。

③ 申請に係る実演が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が

明らかであることを疎明する資料

放送等されたものであれば番組表等、演奏等であればコンサートのプログラム等、CDで販売等された

ものであれば、CD において実演家の名前が記載された部分等の写しなど、個々の実態に応じて必要な

資料を添付してください｡

注４）実演が行われた作品名や番組名、その作品における役名が判明している場合や実演を行った楽曲名や

演奏楽器などが判明している場合には、その名称を記載してください。なお、作品名、役名等が不明なとき

は、「作品名不明」、「役名不明」などと記載してください。申請に複数の作品等が含まれる場合は、別紙に

一覧表の形でまとめていただいても構いません（以下の項目についても同様）。

注５）実演家の芸名及び本名を記載してください。実演家名が不明であるときは「不明」と記載してください｡

注６）「実演の内容又は体様」については、例えば、放送された実演ならば、「昭和××年×月×日に○○テレ

ビで放送された番組『○△○』における主人公○○役」やCDに固定され販売された実演ならば、「昭和××

年×月×日に○○株式会社から発売された CD の 3 曲目に収録されピアノトリオによる演奏（演奏曲『△○
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△』）のピアニスト」のように、実演が特定できるように記載してください｡

注７）裁定に係る実演をどのような方法により利用するかを具体的に記載してください｡録音・録画、放送・有線

放送、送信可能化、譲渡、貸与等の別のほか、利用形態に応じ、複製物を作成する場合は販売・無償配布

の別、また複製部数、価格等放送等を行う場合は日時・期間などを明らかにしてください｡

なお、裁定による利用中に権利者の所在が判明する場合や通常の使用料に相当する額が大きく変動す

る場合も想定されますので、複製部数や利用期間等については合理的な範囲内で上限を定めてください。

（例えば、送信可能化については、実務上５年間を上限にしています。）

記載例

【放送番組のＤＶＤ販売を行う場合】

当該実演が録音・録画された放送番組のＤＶＤを 10,000 本作成（録音・録画）し、定価 2,500 円で販売（頒

布）する。

【放送番組のネット配信を行う場合】

当社ウェブサイトにおいて、有料（1視聴500円）で、ストリーミング形式のネット配信をするため、当該実演

が録音・録画された放送番組を、利用者の求めに応じていつでも送信できる状態（送信可能化、録音･録

画）にする。

※実演の場合、権利者には送信可能化権（法第９２条の２）が認められていますが、送信行為そのものに

関する権利はありませんので、著作物の場合と書き方が異なります。

【放送番組を番組販売を行う場合】 ※番組販売先の利用も併せて裁定を受ける場合

当社で当該実演が録音・録画された複製物を作成（録音・録画）し、○○有線放送株式会社へ提供し、同

社が平成○○年○月○日～○月○日の期間有線放送する。

注８）補償金の額の算定にあたって基礎となるべき事項を記載してください。例えば、放送・有線放送等をする

場合の実演の使用料や CD 販売を行う場合の実演の提供又は提示の対価など、同様の利用形態について

の一般的な使用料の相場が分かる資料（著作権等管理事業者の使用料規程、業界の標準料金、使用料に

関する業界の統計資料など）をこの欄に記載の上、関係資料を添付してください。また、これらのデータを用

いて、申請者で計算し得られた補償金の試算額及び計算方法もあわせて記載してください。

注９）実演家から利用の了解を得るため、どのような方法により連絡を試みたか具体的に記入してください（具

体的な方法（相当な努力）については、８～１３頁参照）。裁定申請の対象となる実演等が多数となる場合は、

詳細について、添付資料（２８頁参照）としてまとめていただいても結構です｡

注１０）申請中利用制度の活用の有無を記載して下さい。本欄に有と記載した場合には、１～２週間程度で文

化庁長官が担保金を決定し、通知いたします（申請中利用の詳細は１．（４）１頁、Ｑ＆Ａ１５頁を参照）。

※実演以外のレコード、放送、または有線放送について、裁定の申請を行う場合は、様式Ｂに準じて、申請書

を作成してください。
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参考５ 多数の著作物等について、「相当な努力」をしたことを疎明する資料の作成例
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【資料２ 関係法令等】

○著作権法（抄）

（昭和四十五年五月六日法律第四十八号）

（著作物の例示）

第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。

一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物

二 音楽の著作物

三 舞踊又は無言劇の著作物

四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物

五 建築の著作物

六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物

七 映画の著作物

八 写真の著作物

九 プログラムの著作物

２、３ （略）

（著作権者不明等の場合における著作物の利用）

第六十七条 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明らかで

ある著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な努力を払つてもその著作権者と連絡することができ

ない場合として政令で定める場合は、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして

文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することが

できる。

２ 前項の裁定を受けようとする者は、著作物の利用方法その他政令で定める事項を記載した申請書に、著作権

者と連絡することができないことを疎明する資料その他政令で定める資料を添えて、これを文化庁長官に提出し

なければならない。

３ 第一項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である旨及びその裁定のあつた

年月日を表示しなければならない。

（裁定申請中の著作物の利用）

第六十七条の二 前条第一項の裁定（以下この条において単に「裁定」という。）の申請をした者は、当該申請に係

る著作物の利用方法を勘案して文化庁長官が定める額の担保金を供託した場合には、裁定又は裁定をしない

処分を受けるまでの間（裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至

つたときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間）、当該申請に係る利用方法と同一の方法により、

当該申請に係る著作物を利用することができる。ただし、当該著作物の著作者が当該著作物の出版その他の利

用を廃絶しようとしていることが明らかであるときは、この限りでない。

２ 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の規定の適用を受けて作成された複製物である旨及び
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裁定の申請をした年月日を表示しなければならない。

３ 第一項の規定により著作物を利用する者（以下「申請中利用者」という。）が裁定を受けたときは、前条第一項

の規定にかかわらず、同項の補償金のうち第一項の規定により供託された担保金の額に相当する額（当該担保

金の額が当該補償金の額を超えるときは、当該額）については、同条第一項の規定による供託を要しない。

４ 申請中利用者は、裁定をしない処分を受けたとき（当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることが

できるに至つた場合を除く。）は、当該処分を受けた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係

る使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者のために供託しなければならな

い。この場合において、同項の規定により供託された担保金の額のうち当該補償金の額に相当する額（当該補

償金の額が当該担保金の額を超えるときは、当該額）については、当該補償金を供託したものとみなす。

５ 申請中利用者は、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間に著作権者と連絡をすることができるに至つた

ときは、当該連絡をすることができるに至つた時までの間における第一項の規定による著作物の利用に係る使

用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

６ 前三項の場合において、著作権者は、前条第一項又は前二項の補償金を受ける権利に関し、第一項の規定に

より供託された担保金から弁済を受けることができる。

７ 第一項の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が前項の規定により著作権者が弁済を受けるこ

とができる額を超えることとなつたときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができ

る。

（裁定に関する手続及び基準）

第七十条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、実費を勘案して政令で定

める額の手数料を納付しなければならない。

２ 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人のうち業務の内容その他の

事情を勘案して政令で定めるもの（第七十八条第五項及び第百七条第二項において「国等」という。）であるとき

は、適用しない。

３ （略）

４ 文化庁長官は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつた場合において、次の

各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定をしてはならない。

一 著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らかであるとき。

二 （略）

５ 文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするとき（第七項の規定により裁定をしない処分をする場合

を除く。）は、あらかじめ申請者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない

ものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければなら

ない。

６ 文化庁長官は、第六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示するとともに申請者に通知し、第

六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

７ 文化庁長官は、申請中利用者から第六十七条第一項の裁定の申請を取り下げる旨の申出があつたときは、当

該裁定をしない処分をするものとする。

８ 前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で定める。
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（文化審議会への諮問）

第七十一条 文化庁長官は、第三十三条第二項（同条第四項において準用する場合を含む。）、第三十三条の二

第二項、第六十七条第一項、第六十七条の二第四項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定め

る場合には、文化審議会に諮問しなければならない。

（補償金の額についての訴え）

第七十二条 第六十七条第一項、第六十七条の二第四項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき

定められた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定（第六十七条の二第四項に係る

場合にあつては、第六十七条第一項の裁定をしない処分）があつたことを知つた日から六月以内に、訴えを提起

してその額の増減を求めることができる。

２ 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著作権者を、著作権者であると

きは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなければならない。

（補償金の額についての異議申立ての制限）

第七十三条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の裁定又は裁定をしない処分についての

行政不服審査法 （昭和三十七年法律第百六十号）による異議申立てにおいては、その裁定又は裁定をしない処

分に係る補償金の額についての不服をその裁定又は裁定をしない処分についての不服の理由とすることができ

ない。ただし、第六十七条第一項の裁定又は裁定をしない処分を受けた者が著作権者の不明その他これに準ず

る理由により前条第一項の訴えを提起することができない場合は、この限りでない。

（補償金等の供託）

第七十四条 （略）

２ （略）

３ 第六十七条第一項、第六十七条の二第四項若しくは前二項の規定による補償金の供託又は同条第一項の規

定による担保金の供託は、著作権者が国内に住所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住

所又は居所の最寄りの供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所の最寄りの供託所に、

それぞれするものとする。

４ 前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。ただし、著作権者の不明そ

の他の理由により著作権者に通知することができない場合は、この限りでない。

（著作隣接権の譲渡、行使等）

第百三条 第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一項の規定は著作隣接権の

消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード、放送又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の

規定は著作隣接権が共有に係る場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定され

ている場合について、第六十七条、第六十七条の二（第一項ただし書を除く。）、第七十条（第三項及び第四項を

除く。）、第七十一条から第七十三条まで並びに第七十四条第三項及び第四項の規定は著作隣接権者と連絡す

ることができない場合における実演、レコード、放送又は有線放送の利用について、それぞれ準用する。この場合



- 32 -

において、第六十三条第五項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条の二第一項、第九十六条の二、第

九十九条の二又は第百条の四」と、第七十条第五項中「前項」とあるのは「第百三条において準用する第六十七

条第一項」と読み替えるものとする。

○著作権法施行令（抄）

（昭和四十五年十二月十日政令第三百三十五号）

（著作権者と連絡することができない場合）

第七条の七 法第六十七条第一項 の政令で定める場合は、著作権者の氏名又は名称及び住所又は居所その他

著作権者と連絡するために必要な情報（以下この条において「権利者情報」という。）を取得するために次に掲げ

るすべての措置をとり、かつ、当該措置により取得した権利者情報その他その保有するすべての権利者情報に

基づき著作権者と連絡するための措置をとつたにもかかわらず、著作権者と連絡することができなかつた場合と

する。

一 広く権利者情報を掲載していると認められるものとして文化庁長官が定める刊行物その他の資料を閲覧す

ること。

二 著作権等管理事業者（著作権等管理事業法 （平成十二年法律第百三十一号）第二条第三項 に規定する

著作権等管理事業者をいう。）その他の広く権利者情報を保有していると認められる者として文化庁長官が定

める者に対し照会すること。

三 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載その他これに準ずるものとして文化庁長官が定める方

法により、公衆に対し広く権利者情報の提供を求めること。

２ 文化庁長官は、前項各号の定めをしたときは、その旨を官報で告示する。

（著作権者不明等の場合における著作物の利用に関する裁定の申請）

第八条 法第六十七条第二項 の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者（法人格を有しない社団又は財団

の管理人を含む。以下同じ。）の氏名

二 著作物の題号（題号がないとき又は不明であるときは、その旨）及び著作者名（著作者名の表示がないとき

又は著作者名が不明であるときは、その旨）

三 著作物の種類及び内容又は体様

四 補償金の額の算定の基礎となるべき事項

五 著作権者と連絡することができない理由

六 法第六十七条の二第一項 の規定により著作物を利用するときは、その旨

２ 法第六十七条第二項 の政令で定める資料は、次に掲げる資料とする。

一 申請に係る著作物の体様を明らかにするため必要があるときは、その図面、写真その他当該著作物の体

様を明らかにする資料

二 申請に係る著作物が公表され、又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示されている事実が明

らかであることを疎明する資料
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（担保金の取戻し）

第八条の二 法第六十七条の二第一項 の規定により担保金を供託した者は、当該担保金の額が同条第六項 の

規定により著作権者が弁済を受けることができる額を超えることとなつたときは、その超過額を取り戻すことがで

きる。

（手数料）

第十一条 法第七十条第一項 の政令で定める手数料の額は、一件につき一万三千円とする。

（補償金の額の通知）

第十二条 文化庁長官は、法第六十七条の二第三項 に規定する申請中利用者に対して法第七十条第五項 の

裁定をしない処分をした旨の通知をするとき（当該申請中利用者が当該処分を受けるまでの間に著作権者と連絡

をすることができるに至つた場合を除く。）は、併せて法第六十七条の二第四項 の補償金の額を通知する。

２ 文化庁長官は、法第七十条第六項 の裁定をした旨の通知をするときは、併せて当該裁定に係る著作物の利

用につき定めた補償金の額を通知する。

（著作隣接権への準用）

第十二条の二 第七条の七から第八条の二まで及び前二条の規定は、法第百三条 において法第六十七条第一

項及び第二項 、第六十七条の二第七項並びに第七十条第一項、第二項及び第八項の規定を準用する場合に

ついて準用する。この場合において、第八条第一項第六号中「法」とあるのは「法第百三条 において準用する

法」と、第八条の二中「法」とあるのは「法第百三条 において準用する法」と、「同条第六項 」とあるのは「法第百

三条 において準用する法第六十七条の二第六項 」と、前条中「法」とあるのは「法第百三条 において準用する

法」と読み替えるものとする。

○著作権法施行規則（抄）

（昭和四十五年十二月二十三日文部省令第二十六号）

（印紙納付）

第二十三条 法第七十条第一項 、第七十八条第四項（法第八十八条第二項 及び第百四条 において準用す

る場合を含む。）及び第百七条の規定による手数料は、収入印紙をもつて納付しなければならない。

○平成二十一年文化庁告示第二十六号（平成二十一年十二月二十八日）

著作権法施行令（昭和四十五年政令第三百三十五号）第七条の七第一項第一号、同項第二号及び第三号（こ

れらの規定を同令第十二条の二において準用する場合を含む。）の規定に基づき、広く権利者情報を掲載してい

ると認められる刊行物その他の資料等を次のように定める。

（広く権利者情報を掲載していると認められる刊行物その他の資料）

第一条 著作権法施行令（昭和四十五年政令第三百三十五号。以下「令」という。）第七条の七第一項第一号（令第
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十二条の二において準用する場合を含む。）の文化庁長官が定める刊行物その他の資料は、次に掲げるものの

すべてとする。

一 著作物、実演、レコード、放送又は有線放送の種類に応じて作成された名簿その他これに準ずるもの

二 広くウェブサイトの情報を検索する機能を有するウェブサイト

（広く権利者情報を保有していると認められる者）

第二条 令第七条の七第一項第二号（令第十二条の二において準用する場合を含む。）の文化庁長官が定める者

は、次に掲げるもののすべてとする。

一 著作権等管理事業者その他の著作権又は著作隣接権の管理を業として行う者であって、著作権法（昭和四

十五年法律第四十八号）第六十七条第一項（同法第百三条において準用する場合を含む。）の裁定の申請に

係る著作物、実演、レコード、放送又は有線放送と同じ種類のもの（以下「同種著作物等」という。）を取り扱うも

の

二 同種著作物等を業として公衆に提供し、又は提示する者

三 同種著作物等について識見を有する者を主たる構成員とする法人その他の団体

（日刊新聞紙への掲載に準ずる方法）

第三条 令第七条の七第一項第三号（令第十二条の二において準用する場合を含む。）の文化庁長官が定める方

法は、社団法人著作権情報センターのウェブサイトに三十日以上の期間継続して掲載することとする。
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